
あなたとご家族の生活を支える福利厚生制度!

長期収入サポート制度
のご案内
団体長期障害所得補償

confidential

突然の病気やケガで⾧期間働けなくなった場合、
あなたの生活を補償します。

ファンケルグループ役員、従業員の皆様



社員とご家族の生活を守り、
安心して働ける環境をつくる

万が一、社員の皆様が病気やケガで
働けなくなってしまった場合に

収入の一部を最長満65才※の誕生日まで補償
(３年に満たない場合は最長3年間)

※任意加入は最長満65才まで 全員加入は最長満60才まで
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アイセロ長期サポート制度長期収入サポート制度



病気や大きなケガ
身の回りで起きていませんか？
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脳卒中 がん

精神障害

突然の事故

くも膜下出血で倒れて⾧期入院に… 診断後入院・手術を行うことに…

メンタル不調で仕事ができない状況に…

妊娠による障害
切迫早産により絶対安静に…
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補償されるケース

心筋梗塞
倒れて入院後、自宅療養に… スノーボード中に転倒、寝たきりに…
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保険金支払い事例

男性42才（当時）病名:くも膜下出血
現在の状況:一部復職
保険金受給予定額:約5,500万円（60才まで受給継続した場合の金額）
自宅で倒れていたところ家族に発見され救急搬送。
くも膜下出血と診断され緊急手術を行いましたが、
脳に損傷が残り言語障害と記憶障害・麻痺が残りました。
リハビリ後復職しましたが、業務内容を見直しせざるを
えず、給与が健康時の1/3にまで減少したため、
復職後も保険金を受給しています。

女性34才（当時）病名:脳挫傷
現在の状況:休職→退職
保険金受給予定額:約5,300万円（60才まで受給継続した場合の金額）

休日、自転車に乗っていた際、車輪がくぼみにはまり
転倒。脳挫傷で入院。手術を受けたものの脳に障害が
残り10年以上保険金を受取ながら生活しています。

■他社支払事例

女性38才（当時） 病名:悪性リンパ腫
休職期間3年、受給期間2年6か月
現在の状況:退職後復職
保険金受給額:約250万円（会社:約42万円/任意加入約210万円）

男性50代 病名:脳挫傷 意識不明で入院中

現在の状況:休職中
保険金受給予定額:支払い額未定

■ファンケル様支払事例 任意加入率35%

男性47才（当時） 病名:うつ病
休職期間2年6か月 受給期間2年
現在の状況:退職後復職
保険金受給額:約500万円（会社:約63万円/任意加入約440万円）

女性36才（当時） 病名:脊髄炎
休職期間1年6か月 受給期間1年
現在の状況:退職後復職
保険金受給額:約80万円（会社:約10万円/任意加入約70万円）

※上記お受取例は､東京海上日動が作成した架空の事故例であり､過去に実際に発生したものではありません｡



病気や大きなケガは
他人事ではありません！

入院した人の
約３人に１人が
１年以上入院

1年以内

23%

１か月以内・不明

48%

入院期間の割合（20～64才）

平成29年患者調査より 5
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健康保険

傷病手当金

標準報酬
月額の2/3

←最⾧1年6か月→

※上記はイメージ図です
▲

就業障害発生

障害厚生年金等 ※認定された場合

▲
定年
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家計のバランスが
大きく崩れる！

(仮)障害厚生年金等 10万円

収入 支出

(仮)32万円
生活費

働いている時 病気やケガで働けない時
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住宅ローン
約11万円 食費約8万円

光熱費約2万円 教育費約5万円



なぜこのような
状態になるの？
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働けない時の
補償が限定的

働けない死亡状況

障害厚生年金等遺族年金公的補償

ローン返済 原則継続団体信用生命保険で完済住宅ローン

介護等により
働くことは困難

働いて収入を
得ることが可能家族

?死亡保険金受取保険
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よくある他の保険では
カバーしきれていない

上表は、各保険の補償内容を簡単に示したものです。商品やセットする特約等により、それぞれ補償内容は異なりますので、ご注意ください。

老
後
資
金

追加費用の発生収入の減少・途絶リスク

通院手術入院働けない死亡状況

●生命保険

●●●医療保険

●●●がん保険

●●年金型
保険
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“まさか”の備えが必要

社員とご家族の生活を守り
安心して働ける環境をつくる
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長期収入サポート制度

“予防”が大事ですが・・・



全員に最長60才迄
月収の最大10%～20%を補償

月
間
所
得

賞
与

100%

0%

免責期間
180日 全員加入は60才の誕生日まで

公的給付控除期間:
標準報酬月額から公的給付額を控除した額を基準として保険金
をお支払いします。

有
給
休
暇
（
最
大

）

40
日

健康保険

傷病手当金

標準報酬月額の
2/3

全員加入 標準報酬月額の

10%

最⾧1年6か月

健
康
時
の
収
入
（
標
準
報
酬
月
額
）

60才の誕生日まで50才

全員加入 標準報酬月額の

20%

全員加入

就業障害発生

手厚い
下支え!

※本図は補償のイメージをわかりやすく説明するために簡略化したものです｡
標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。



月
間
所
得

賞
与

100%

0%

免責期間180日 全員加入は60才・任意加入は最⾧満65才の誕生日まで

公的給付控除期間:
標準報酬月額から公的給付控除対象額を控除した額を基準として保険金をお支払いします。

有
給
休
暇
（
最
大

）

40
日

健康保険

傷病手当金

標準報酬月額の
2/3

全員加入 標準報酬月額の

最大10%

任意加入

Cプラン 標準報酬月額の

最大30%
最⾧1年6か月

全員加入

Cプラン
Bプラン
Aプラン就

業
障
害*

1
発
生
前
の
収
入
（
標
準
報
酬
月
額
）

最⾧満65才の誕生日まで

60才の誕生日まで50才

任意加入

Bプラン 標準報酬月額の

最大50％

任意加入

Aプラン 標準報酬月額の

最大70%

全員加入 標準報酬月額の

最大20%

任意加入

Cプラン 標準報酬月額の

最大30%

任意加入

Bプラン 標準報酬月額の

最大50％

任意加入

Cプラン 標準報酬月額

最大30%

任意加入

Bプラン 標準報酬月額

最大50％

任意で最大７０%を
最長満65才の誕生日まで(３年に満たない場合は

最長3年間)補償可能！

就業障害*1
発生

任意加入

Aプラン 標準報酬月額の

最大70% 任意加入

Aプラン 標準報酬月額

最大70%

*1 就業障害の定義については､｢補償の概要等｣をご確認ください｡
※標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。
※本図は補償のイメージをわかりやすく説明するために簡略化したものです｡なお､ご契約内容によっては､健康保険の傷病手当金とGLTDのお支払要件が異なることがあります｡
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標準報酬月額(支払基礎所得額) / 月額保険料*3
女性

40万円30万円20万円

CプランBプランAプランCプランBプランAプランCプランBプランAプラン年令群*2
（才）

250円430円700円180円320円520円120円210円340円20-24

310円550円890円230円400円650円140円250円400円25-29

390円690円1,110円280円490円800円170円300円480円30-34

640円1,130円1,830円470円820円1,330円290円510円830円35-39 

1,090円1,920円3,110円800円1,410円2,290円510円900円1,470円40-44 

1,600円2,820円4,570円1,180円2,080円3,370円760円1,340円2,170円45-49

2,140円3,760円6,100円1,580円2,770円4,500円1,020円1,790円2,900円50-54

2,170円3,820円6,190円1,610円2,830円4,580円1,040円1,830円2,970円55-59

1,630円2,870円4,650円1,210円2,130円3,460円790円1,400円2,260円60-64

*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます｡

保険期間:1年間、てん補期間*1 :満65才の誕生日まで（3年に満たない場合は最⾧3年間)､団体割引:30％
*1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます。

標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。

ご参考：女性年令群別プラン別保険料
※下記は一例です。ご自身の正確な保険料はファンケル保険サービスにお問合わせください。
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ご参考：男性年令群別プラン別保険料
※下記は一例です。ご自身の正確な保険料はファンケル保険サービスにお問合わせください。

標準報酬月額(支払基礎所得額) / 月額保険料*3
男性

40万円30万円20万円

CプランBプランAプランCプランBプランAプランCプランBプランAプラン年令群*2
（才）

360円640円1,030円270円470円760円170円310円500円20-24

350円620円1,010円260円460円740円170円290円470円25-29

350円610円990円250円440円720円160円270円440円30-34

430円760円1,230円310円540円880円190円330円530円35-39 

700円1,230円1,990円500円890円1,440円310円550円880円40-44 

1,040円1,830円2,970円750円1,330円2,150円470円820円1,330円45-49

1,460円2,570円4,170円1,060円1,860円3,010円650円1,140円1,850円50-54

1,720円3,030円4,910円1,250円2,200円3,570円780円1,370円2,330円55-59

1,640円2,890円4,680円1,210円2,140円3,460円790円1,380円2,240円60-64

*2 団体契約の始期日時点の年齢をいいます｡

保険期間:1年間、てん補期間*1 :満65才の誕生日まで（3年に満たない場合は最⾧3年間)､団体割引:30％
*1 保険金をお支払いする１事故あたりの限度期間をいいます。

標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。



Aプラン加入時 受給例：51才 月収(標準報酬月額)32万円
女性Aプラン（70％）

保険料4,820円/月額
（標準報酬32万円の保険料）

例1:くも膜下出血で脳機能障害、退院後もリハビリ療養 就業障害期間5年
例2:乳がん発症、その後転移もあり入退院を繰り返し 就業障害期間5年
例3:自転車で転倒事故で脳挫傷 就業障害期間5年

就業障害期間は免責期間終了後の期間を指します。

【受給金額概算イメージ】
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報
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月
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月
収

有
給
休
暇

最
大
40
日

100%

50%

0%

標準報酬月額の20％を補償
月額保険金額 64,000円

5
年
間
（
60
か
月
）

免責期間
180日

※約6.6％約2.1万円

※約23.1%

月額保険金額 約7.４万円

標準報酬月額の70％を補償

月額保険金額:224,000円

AプランAプラン

※【公的給付受給中の計算式】
(32万円×所得喪失率100% - 傷手約21.4万円）× 給付率 20％ /給付率 70％

会社補償
全員加入部分
会社補償
全員加入部分

月額傷病手当金額:約21.4万円

会社補償会社補償

AプランAプラン

傷病手当金 約3,800,000円

会社補償 約294,000円

Aプラン 約1,036,000円

会社補償 約2,944,000円
Aプラン 約10,304,000円

5年間 （60か月）

【公的給付】
健康保険組合
傷病手当金

標準報酬月額の
2/3の額=約67%

最⾧18か月支給
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男性Aプラン（70％）
保険料 3,240円 /月額

（標準報酬32万円の保険料）

受給金合計（傷病手当金を除く）
※例に記載した事故で5年間働けなかった場合

約14,578,000円

標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。

就業障害
発生



Aプラン加入時 受給例：35才 月収(標準報酬月額)28万円
女性Aプラン（70％）

保険料1,230円/月額
（標準報酬28万円の保険料）

例1:くも膜下出血で脳機能障害、退院後もリハビリ療養 就業障害期間5年
例2:乳がん発症、その後転移もあり入退院を繰り返し 就業障害期間5年
例3:自転車で転倒事故で脳挫傷 就業障害期間5年

就業障害期間は免責期間終了後の期間を指します。

【受給金額概算イメージ】

標

準

報
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月
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月
収

有
給
休
暇

最
大
40
日

100%

50%

0%

5
年
間
（
60
か
月
）

免責期間
180日

※約3.3％約0.9万円

※約23.1%
月額保険金額 約6.4万円

標準報酬月額の70％を補償

月額保険金額:196,000円

AプランAプラン

※【公的給付受給中の計算式】
(28万円×所得喪失率100% - 傷手約18.7万円）× 給付率 10％ /給付率 70％

会社補償
全員加入部分
会社補償
全員加入部分

月額傷病手当金額:約18.7万円

会社補償会社補償

AプランAプラン

傷病手当金 約3,366,000円

会社補償 約129,360円

Aプラン 約905,520円

会社補償 約1,288,000円
Aプラン 約9,016,000円

5年間 （60か月）

【公的給付】
健康保険組合
傷病手当金

標準報酬月額の
2/3の額=約67%

通算18か月支給
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男性Aプラン（70％）
保険料 810円 /月額
（標準報酬28万円の保険料）

受給金合計（傷病手当金を除く）
※例に記載した事故で5年間働けなかった場合

約11,338,880円

標準報酬月額の10％を補償月額保険金額 28,000円

標準報酬月額とは、健康保険法上の標準報酬月額をいいます。

就業障害
発生
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就業障害の発生が、この保険に最初に加入して
以降12か月以内であり、かつその原因の発生が
加入以前12か月以内である場合

就業障害の発生の原因の発生時期が、
この保険に最初に加入した日の
12か月よりも以前にあった場合

就業障害発生時期が
この保険に最初に加入した日より
12か月を経過している場合

保険加入日

▲△

12か月 12か月

保険加入日発生
▲△

12か月 12か月

保険加入日

▲△

12か月 12か月

＊ただし、医師の診断により、直接の因果関係が証明できない場合は支払われる可能性もあります。
上記は一般的な考え方としてご理解下さい。

ケ
ｌ
ス
ｌ

ケ
ｌ
ス
２

ケ
ｌ
ス
３

支払われません＊

支払われます

支払われます

就業障害発生発生

就業障害発生

就業障害発生発生

補償開始前後の注意点



最⾧満65才の誕生日まで※のロング補償
（所定の精神障害の場合は最⾧2年）
※全員加入は最⾧満60才、任意加入は最⾧満65才の誕生日まで

１

２

３

４

５

（医師の指示による）自宅療養も補償

復職後も補償可能（一定条件あり）

受取る保険金は非課税（2025年9月現在）

掛け金は介護医療保険料控除の対象

19

特 長

保険料は年末調整の際、介護医療保険料控除の対象で、所得税については最高40,000円、
住民税については最高28,000円が所得金額から控除されます。（2025年9月現在）



お問合わせ先（取扱代理店）

社員とご家族の生活を守り、
安心して働ける環境をつくる

長期収入サポート制度

「自分がもし働けなくなったら…？」
この機会に、ライフスタイルに合わせて
任意加入型もご活用ください。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 0120-921-387 （平日10:00～16:00）

2025年9月作成 25T-001281

株式会社 ファンケル保険サービス 045-212-5200

このスライドは概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず長期収入サポート制度パンフレット及び「重要事項説明書｣」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点等につきましては、
取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

引受保険会社（幹事会社）
東京海上日動火災保険株式会社

03-6704-5488


